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ケアマネの理解のための短期入所枠拡大策の要点

昨年１２月と本年３月の２回にわたり、ショートステイ枠の拡大策が出されました。今回の拡大
策は適用要件が厳しいことと、現物給付でない、という問題点がありますが、突発的なショート
ステイの需要に対応できるという点で一応の前進と考えられます。

ケアマネの理解のために２回の拡大策をまとめてみました。

次期拡大措置と特例措置はかなり性格が異なります。次期拡大措置は今のところ訪問通所サービ
スも短期入所もあまり必要でない方が、次回認定時期に向かって貯金するようなものです。した
がって、こういう方については、認定時期のはじめの２ヶ月間は入所や入院が７日間を超えない
よう注意しておく必要があります。一方、特例措置のほうは、今、短期入所を必要としている方
のための救済制度です。

短期入所枠と拡大策

要介護度
現行

（６ヶ月につき）

拡大策①

次期拡大措置
（６ヶ月につき）

拡大策②

特例措置
（６ヶ月につき）

要支援 １週間 ２週間 ７週間

要介護１・２ ２週間 ４週間 １２週間

要介護３・４ ３週間 ６週間 １３週間

要介護５ ６週間 ９週間 １４週間

１）平成１１年１２月６日の医療保険福祉審議会に短期入所サービスの利用枠の拡大（その

①）が諮問・答申されました。拡大措置の要件と方法は以下のとおりです。青字は、今回３月の
事務連絡で付け加えられた要件です。

 申請月の４ヶ月前と３ヶ月前のそれぞれの月において、入院･入所によらず、訪問通所
サービスの利用実績が限度額の６割未満であれば拡大する。
かつ、

 申請月の４ヶ月前と３ヶ月前のそれぞれの月において、短期入所を法定限度額を超え
て利用していなければ拡大する。
かつ、

 申請月の４ヶ月前と３ヶ月前のそれぞれの月において、入院・入所（短期入所含む）
の日数が７日以下であれば拡大する。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

４ヶ月前 ３ヶ月前 ２ヶ月前 １ヶ月前 申請月 認定更新

.
 拡大の対象となる期間の限度日数に、要介護状態区分に応じて倍率を乗じる。

.
　要支援～要介護４は２倍

　要介護５は１．５倍

ショートステイ
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２）平成１２年３月１６日医療保険福祉審議会に短期入所サービスの利用枠の拡大（その②）

が諮問・答申されました。拡大措置の要件と方法は以下のとおりです。

 短期入所サービスの基盤整備が十分であると認められる市町村に限り、
利用者が痴呆であることなどにより同居している家族の介護が困難な場合や、
同居している家族が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合など
短期入所サービスの利用限度を拡大しなければ在宅の継続が困難であると市町村が認める
場合。
.

 短期入所のサービスの利用限度日数を超過した月以降の各月において、各月の訪問通所
サービスの区分支給限度額の「使い残し分」の範囲内において、利用限度日数を超えて
「振り替え利用｣できる。

振り替え利用日数の計算法

要介護度 （ａ）訪問通所系区分
支給限度額単位数

（ｂ）使ってし
まった単位数

（ｃ）計算のため
の１日あたり単位

数

利用できる日数

（ａ－ｂ）/ｃを切り上げ

０．１未満切り捨て

要支援 ６１５０ ９５４

要介護１ １６５８０ ９８４

要介護２ １９４８０ １０３２

要介護３ ２６７５０ １０７９

要介護４ ３０６００ １１２６

要介護５ ３５８３０ １１７３

.
 振り替え利用をおこなった月には、本来の利用日数と振り替え利用日数を合わせて１月あ

たり１４日（２週）を限度とする。
 振り替え利用分は償還払いとする。（システムの改造が間に合わないから、というのが主

な理由のようで・・・）

 次期拡大措置と今回の特例措置は、原則として重複利用させない。

ショートステイをなるべく多く振り分けるための要介護度別の戦略と効果（４月から）

Ａ案 戦略（ＳＳ：ショートステイ） ６ヶ月間の
最大週数

要支援 １月目に３日間ＳＳ、２ヶ月目に４日間ＳＳ、３ヶ月目か
ら拡大策②（特例措置）を使い6150/954：７日間ＳＳ。 ５週間

要介護１ １月目に７日間ＳＳ、２ヶ月目に７日間ＳＳ、３ヶ月目か
らは拡大策②を使い16580/984：1７→１４日間ＳＳ。 １０週間

ショートステイ
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要介護３ １月目に７日間ＳＳ、２ヶ月目に７日間ＳＳ、３ヶ月目か
らは拡大策②を使い26750/1079：２５→１４日間ＳＳ。 １０週間

要介護５
１月目に７日間ＳＳ、２ヶ月目に７日間ＳＳ、３ヶ月目に
４週間ＳＳ、４ヶ月目からは拡大策②を使い35830/1173：
３１→１４日間ＳＳ。

１２週間

ショートステイをなるべく多く振り分けるための要介護度別の戦略と効果（次期更新）

Ｂ案 戦略（ＳＳ：ショートステイ） ６ヶ月間の
最大週数

要支援 拡大策①（次期拡大措置）を使い、１月目に２週間ＳＳ、
２ヶ月目からは拡大策②を使い6150/954：７日間ＳＳ。 ７週間

要介護１ 拡大策①を使い、１月目に４週間ＳＳ、２ヶ月目からは拡
大策②を使い16580/984：1７→１４日間ＳＳ。 １４週間

要介護３
拡大策①を使い、１月目に３週間ＳＳ、２ヶ月目に３週間
ＳＳ、３ヶ月目からは拡大策②を使い26750/1079：２５→
１４日間ＳＳ。

１４週間

要介護５
拡大策①を使い、１月目に３週間ＳＳ、２ヶ月目に３週間
ＳＳ、３ヶ月目に３週間ＳＳ、４ヶ月目からは拡大策②を
使い35830/1173：３１→１４日間ＳＳ。

１５週間

Ａ案とＢ案を交互に組んでいけば、次期拡大措置も併用しながら年間では最大のＳＳを使えま
す。もちろん、特例措置だけつかえばもっと多く取れますが、なにせ償還払いという問題が・・
・・

HP作者注：この振り分け方法はまだ確定したものではありません。変更の可能性あり。

ちなみに、振り替え計算表超簡単版 （右クリック）あります。おあそびで・・・

ホームに戻る

ショートステイ
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ケアマネのための訪問看護の分類・整理
老人における訪問看護のすみわけ

介護保険 医療保険

対象

要介護被保険者等については、原則として
介護保険を利用

.
末期の悪性腫瘍、別に厚生大臣が定める疾
病等の患者（右の表の１．から１３．）、
急性増悪等により一時的に頻回の訪問の必
要がある者の疾患は対象外

要介護被保険者等については、

末期の悪性腫瘍、

厚生大臣が定める疾病等の患者

１．多発性硬化症

２．重症筋無力症

３．スモン

４．筋萎縮性側索硬化症

５．脊髄小脳変性症

６．ハンチントン舞踏病

７・進行性筋ジストロフィー症

８・パーキンソン病（ヤールの臨床的症度
分類のステージ三以上であって生活機能症
度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）

９．シャイ・ドレーガー症候群

１０．クロイツフェルト・ヤコブ病

１１．後天性免疫不全症候群

１２．頸髄損傷

１３．人工呼吸器を使用している状態

急性増悪等により一時的に頻回の訪問の必
要がある者(１４日間まで）に限り、在宅
患者訪問看護・指導料及び老人訪問看護療
養費を算定。

訪問回数
区分支給限度枠内であれば一応制限なし。

頻回の場合は医療保険。

１日複数回可能。

原則週３回、指示あれば頻回可能となっ
た。

１日複数回可能だが２５００円の加算のみ

利用者負担

一割 老人は１日２５０円（訪問看護ステーショ
ン）、５３０円（病院・診療所）

７月からはそれぞれ６００円、８００円、
あるいは一割定率になる予定。ただし、月
の負担上限は３０００円から３２００円。

交通費 込み。請求不可 実費請求可

報酬

イ 指定訪問看護ステーションの場合

(1) 所要時間30分未満の場合 425単位
(2) 所要時間30分以上１時間未満の場合 830
単位
(3) 所要時間１時間以上１時間30分未満の場
合 1,198単位

ロ 病院又は診療所の場合

(1) 所要時間30分未満の場合 343単位
(2) 所要時間30分以上１時間未満の場合 550
単位
(3) 所要時間１時間以上１時間30分未満の場
合 845単位

准看護婦（士）：100分の10減算

イ　訪問看護ステーションの行う訪問看護
（老人訪問看護療養費）
老人訪問看護基本療養費
（週３日目まで）
保健婦（士）、看護婦（士）、理学療法
士、作業療法士：５，３００円
准看護婦（士）：４，８００円
（１日につき）
（週４日目以降の場合）
保健婦（士）、看護婦（士）、理学療法
士、作業療法士：６，３００円
准看護婦（士）：５，８００円
（１日につき）
１日複数回訪問した場合の加算（新設）
２，５００円

ケアマネのための訪問看護
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・夜間又は早朝：100分の25加算

・深夜：100分の50加算

・特別地域訪問看護加算：100分の15加算

・指定訪問看護ステーションの緊急時訪問
看護加算：１月につき1,370単位

・医療機関の緊急時訪問看護加算：１月に
つき840単位

・特別管理加算：１月につき250単位加算

・ターミナルケア：死亡月につき1,200単位
を加算

ロ　保険医療機関の行う訪問看護
一般医科点数表の在宅患者訪問看護・指導
料に統合。

ホームに戻る

ケアマネのための訪問看護
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ケアマネのための訪問介護の分類・整理

平成１２年２月の告示、および解釈通知の内容を整理したものです。

原文は定義と用語が入り混じっているために混乱しやすいので、以下のように表にしてみました。

家事援助型と複合型の境界は解釈しにくいのですが、全体の流れからみてみると、まず複合型かどうかを
先に判断したほうがよいようです。つまり、家事援助も行うが、身体介護のうち身の回り介護 や生活介護

が混ざっている場合は複合型としてよさそうです。ただ、解釈通知の複合型で出されている例は、動作介
護と家事援助の組合せなので、どちらかといえば家事援助中心型のような気がしますが、これも複合型で
よい、ということなのでしょう。

従来の分類で家事援助型とされたものの一部は、複合型に含まれるようになると思います。ただし、料金
が高くなるので利用者の納得が必要です。訪問介護の型を決定するのは訪問介護事業者側ですが、利用者
負担も考慮し、ケアマネとしての意見を述べたほうがよいかもしれません。

「介護用語」の定義と分類
分類 定義と小分類 小分類の定義

身体介護

１）利用者の身体に直接接触して行う介助

２）これを行うために必要な準備及び後始末

３）利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助
（利用者のＡＤＬなどの向上のために生活動作を見守りながら行う手助けや専門的な
相談助言など）

動作介護
比較的手間のかからないもの。

体位交換、移動介助、移乗介助、起床介助、
就寝介助など

身の回り介護
ある程度手間のかかるもの。

排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介
助、更衣介助など

生活介護
長い時間で手間のかかるもの。

食事介助、全身清拭、全身浴介助など

家事援助

身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助。

次のような行為は家事援助の内容に含まれない。
①　商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
②　直接本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

「訪問介護の型｣分類と定義
分類 定義と例示

身体介護中心型 専ら身体介護を行う場合
主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連
して若干の家事援助を行う場合
(例)簡単な調理の後、食事介助を行う場合。

複合型 中間的な場合
(例)寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支え
ながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室
の掃除を行う場合。

家事援助中心型 専ら家事援助を行う場合
家事援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合
(例)利用者の居室から居間までの移動介助を行った後、居室の掃除を行う
場合。

これらの型の適用に当たっては、１回の訪問介護(全体時間が１時間３０分未満のもの)において「身体介

訪問介護の整理
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護」と「家事援助」が混在するような場合について、各サービス行為の個々の時間によって細かく区分す
るのではなく、「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを目安に、全体としていずれの型の単
位数を算定するかを判断する。

訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業者と十分連
携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型が適用されるよう留意するとともに、
訪問介護計画の作成の際に、利用者又はその家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型か
を確定すること。

注意点

「身体介護中心型」又は「複合型」でサービス時間が１時間３０分以上となる場
合には、１時間３０分を経過した後は、家事援助が中心となると考えられるの
で、３０分を増すごとに８３単位を加算する。（サービスコード表で言うところ
の、身体家事、複合型家事）

「家事援助中心型」の場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が
障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされた
が、これは、障害、疾病のほか、やむをえない事情により家事が困難な場合をい
う。
運用については、一律の基準で判断を行うものではなく、個々の事情に応じ、介
護支援専門員、市町村等現場の良識ある判断によるべき。

ホームに戻る

訪問介護の整理
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居宅療養管理指導について

居宅療養管理指導をめぐるＱ＆Ａ

Ｑ１．居宅療養管理指導って？

Ａ：以下のイからハまでを含みます。
イ 医師または歯科医師が行う場合

　通院が困難な利用者に対して、医師又は歯科医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理
に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供
（利用者の同意を得て行うものに限る。）又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留
意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、１月に１回を限度として算定。

ロ 薬剤師が行う場合
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師は、処方せんによる指示）に基づ
き、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、１月に２回を限度として算定。

ハ 管理栄養士が行う場合
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づ
き、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、１月に２回を限度と
して算定。

ニ 歯科衛生士等が行う場合
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯
科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床
義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、１月に４回を限度として算定

Ｑ２．ケアプランとの関係は？

Ａ：ケアプラン（居宅サービス計画）との直接の関係はありません。ケアプランにくみ入れ
ていなくとも、医師・歯科医師と利用者との話し合いで、居宅療養管理指導をするかどうか
決めます。また、ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領（現物支給で一割負
担）が可能です。したがって、ケアマネは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよい、とい
うことになります。

Ｑ３．区分支給限度額管理との関係は？

Ａ：訪問通所系・短期入所系いずれの区分支給限度額管理にも属しません。別枠管理です。

訪問通所サービス区分 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与

短期入所サービス区分　 短期入所生活介護及び短期入所療養介護

Ｑ４．給付管理票に記載する必要は？

Ａ：運営基準によれば、居宅サービス計画に組み入れていないサービスについては、給付管
理票に記載する必要はありませんから、不要と考えられます。（このことに関しては通知を
みたことがありません。どなたかご存知でしたら教えてください。）

限度額管理についても、Ｑ１の回答のように、あらかじめ回数に限度が定められていますの

居宅療養管理指導について

file:///C¦/WINDOWS/ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ/新釧路̃1/kyotakuryouyou.html (1/2) [2000/04/20 10:11:08]



で、不要と考えられます。介護報酬の請求は指定居宅療養管理指導事業所が別個に保険者に
請求します。

Ｑ５．医療保険との関係は（医師分）？

Ａ：訪問診療料その他、従来医療保険に請求していた項目はそのまま変わりません。ただ
し、居宅介護事業者への診療情報提供料は算定できません。

Ｑ６．指定居宅療養管理指導事業所の指定申請は？

Ａ：医療保険のもとで普通に診療や調剤をやっていれば「みなし指定」されるので、特に申
請する必要はありません。

Ｑ７．往診している複数の医師がそれぞれ居宅療養管理指導費を請求することは可能か？

Ａ：主治医のみ算定可能ということです。健康手帳に記録を残すようになっています。

Ｑ８．居宅療養管理指導費（医師分）の記載上の注意点は？

Ａ：
・居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者等に対して情報提供を行った場合には、その要
点を診療録に記載します。利用者・家族等に対する介護に関する指導等を行った場合にも同
様です。
・記載については、医療保険の診療録に記載してもよいですが、下線又は枠で囲う等によ
り、他の記載と区別できるようにしておきます。
・居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者等への情報提供については、必ずしも文書で行
う必要はありません。

Ｑ９．居宅療養管理指導費（医師分）の請求上の注意点は？

Ａ：
・月の１回目の訪問診療もしくは往診を行った日を算定日とし、請求明細書に訪問診療の日
を記入します。
・医療保険で「寝たきり老人在宅総合診療料」を算定した場合には、居宅療養管理指導費
(Ⅱ)を算定します。
・計画的医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する介護サービス計画に必要な情
報提供または利用者・家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に
ついての指導及び助言を行った場合に算定します。
・訪問診療しているからといって必ず請求できるものではありません。
・当分の間、帳票での提出が認められています。

ホームに戻る

居宅療養管理指導について
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保険給付外の利用者負担について

運営基準から利用料について抜粋したものです。
利用者側から見てどのような負担があるかを表にしました。
.

サービス種類 保険給付外負担

訪問介護
訪問看護
訪問リハビリ
居宅介護支援
訪問入浴介護

通常エリア外の事業者を利用した場合の交通費

通所介護
通所リハビリ

通常エリア外の事業者を利用した場合の送迎費
食材料費
おむつ代
その他日常必要品にかかる費用

痴呆対応型共同生活
介護

食材料費
理美容代
おむつ代
日常生活費

特定施設入所者生活
介護

おむつ代
日常生活費

短期入所

個室代
送迎費（注１）

食材料費
理美容代
その他日常必要品にかかる費用
（おむつ代は不要）

福祉用具の貸与
エリア外の事業者を利用した場合の交通費
搬入に要する特別費用

介護保険施設への入
所

個室代
食費の標準負担分
理美容代
（おむつ代は不要）

居宅療養管理指導 交通費（エリア内を含む）

注１：通常の送迎費は送迎加算でまかなえます。

ホームに戻る

保険給付外利用者負担
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指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて

介護サービス料の割引方法に関する通知です。情報は原則としてＷＡＭネットに集められま
すが、今のような混雑具合でしたらむしろ直接事業者に問い合わせたほうがよいと思いま
す。ただ、割引の適用開始時期には注意を払う必要があります。

老企第３９号
平成１２年３月１日通知

１．基本的考え方

　　介護保険法においては、保険者は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事業を
行う事業者等から介護サービスを受けたときに、当該サービスに要した費用について介護給付費を支払う
こととしており、厚生大臣が定める基準により算定した額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現
に要した費用の額についてその９割に相当する額を支払うこととされている（つまり、介護報酬の９割を
常に支払うわけではなく、割引したときには割り引き後の額の９割支給になる、ということ：ＨＰ作者
注）。
　　こうしたことから、事業者等が厚生大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で介護サー
ビスを提供することが可能である。
　　なお、介護保険サービスを提供する事業者は、運営基準において法定代理受領サービスに該当しない
サービスの利用料と法定代理受領サービスに該当する介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額
を設けてはならないとされている。特に訪問看護等の医療系サービスについては、全国統一単価である診
療報酬との間で、一般的には価格差を設けることはないものと考えられる。

２．具体的な設定方法について

　「事業所毎、介護サービスの種類毎に「厚生大臣が定める基準」における単位に対する百
分率による割引率（○○％）を設定する。」
　
（例）「厚生大臣が定める基準」で１００単位の介護サービスを提供する際に、５％の割引
を行う場合。（その他地域「１単位＝１０円」の場合）

事業所毎、介護サービス種類毎に定める割引率（５％）を１００単位から割り引いた９５単
位を基に、保険請求額及び利用者負担額が決定される。

保険請求額：　（１００単位×０．９５）×１０円×０．９　＝８５５円

利用者負担額：　（１００単位×０．９５）×１０円－８５５　＝９５円

利用者は割り引かれた５単位分を他の介護サービスに使用することができる。

（めんどくさい計算のやりかたですが、こういう計算法をしておかないと、端数処理のとき
に誤差が出ます。：ＨＰ作者注）

３．割引率の届出・周知について

　　事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、利用者及び居宅介護支援事業
者が居宅サービス計画を作成する際に必要な情報となることから、事業者は事業所毎に設定
する費用の額について、通常の事業の実施地域の所在する都道府県に事前に届出を行い、届
出を受けた都道府県は割引の設定状況について、WAM NETへの掲載等の手段により周知を
図る必要がある。

　また、その際の事務手続き、居宅介護支援事業者等への周知等に時間を要することが想定

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて
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されることから、事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、都道府県への届
出が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月か
ら適用するものとして運用することが適切である。

４．その他
本通知に係る内容については、既に国民健康保険団体連合会を含め、関係各部署と調整済み
であるので、申し添える。

ホームに戻る

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて
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老企第４２号
平成１２年３月８日

居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について

介護保険における居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に関しては、
介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）、介護保険法施行令
（平成１０年政令第４１２号）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６
号。以下「施行規則」という。）及び「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の
支給に係る住宅改修の種類（平成１１年厚生省告示第９５号。以下「種類告示」と
いう。）」において所要の規定を整備しているほか、「居宅介護住宅改修費支給限
度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３５号。
以下「基準額告示」という。）」及び「介護の必要の程度が著しく高くなった場合
における介護保険法第４５条第４項の規定により算定する額（平成１２年厚生省告
示第３９号。以下「特例告示」という。）が平成１２年２月１０日に公布され、同
年４月１日から適用することとされたところである。
二のうち、種類告示の内容及び取扱いについては、「介護保険の給付対象となる
福祉用具及び住宅改修の取扱いについて（平成１２年１月３１日老企第３４号当職
通知）」においてお示ししたところであるが、このほか、居宅介護住宅改修費等の
支給の取扱いは下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係機関、関
係団体、居宅介護支援事業看等に周知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

記

１住宅改修費の支給限度額

（１）支給限度基準額
住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらな
いよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との
均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとし
たところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準額告示において、
居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額を
２０万円としたところである。
このため、２０万円までの住宅改修を行うことが可能であリ、２０万円の住
宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は１８万円となるものである。

（２）支給限度額管理

①支給限度額と要介護状態区分等との関係
基準額告示においては、居宅介護住宅改修費支給限度基準額は要介護状態
区分にかかわらず定額（２０万円）とし、居宅支援住宅改修費支給限度基準
額も同額としたところである。また、施行規則第７６条第１項及び第９５条
の規定により、居宅介護住宅改修費の支給と居宅支援住宅改修費の支給は、
同一の支給限度額で統一的に管理される。すなわち、要介護状態区分が変更
された場合、要介護者が要支援者になった場合又は要支援者が要介護者にな
った場合であっても、それをもって支給限度額に変更があるわけではなく、
支給限度額は、以前に支給された住宅改修費の額を支給限度基準額（２０万
円）から控除した額となるものである。
ただし、施行規則第７６条第２項の規定及び特例告示により、過去におい
て最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して介護の必
要の程度が著しく高い要介護認定を受けている状態（要支援及び要介護状態
区分が３段階以上上がった場合）で行った住宅改修について、初めて住宅改
修費の支給を受ける場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にかか
わらず、改めて支給限度基準額（２０万円）までの住宅改修費の支給を受け
ることが可能となる。なお、この取扱いは１回に限られる。

②転居した場合の支給限度額管理
支給限度額管理は、施行規則第７６条第１項及び第９５条の規定によリ、

Untitled Document
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現に居住している住宅に係る住宅改修費のみを対象として行うこととしてお
り、当該住宅以外の住宅について支給された住宅改修費については、支給限
度額管理の対象とはならない。よって、転居した場合には改めて支給限産基
準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能となる、
（注）これらの具体的取扱いについて別紙として解説を作成したので活用され
たい。

２住宅改修費の支給申請
住宅改修費の支給申請に当たっては、下記の書類を市町村に提出することとさ
れているので留意されたい。

（１）申請書（施行規則第７５条第１項及び第９４条第１項）
第１号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改修を行った工事種別（種
類告示の第１号から第５号までの別）ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び
数量、長さ、面榿等の規模を記載することとするが、領収証に添付する工事費
内訳書においてこれらの内容が明らかにされている場合には、工事種別のみを
記載することとして差し支工ない。
また、第２号の「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費の支給対
象となる住宅改修の費用とする。

（２）添付書類（施行規則第７５条第２項及び第９４条第２項）

①領収証
第１号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」には、工事費内訳書も添
付する。工事費内訳額は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料
費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。
なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた費
用を記載して差し支工ないが、この場合、申請書に記載された「住宅改修に
要した費用」が種類告示の第１号から第６号までに掲げる住宅改修に要した
費用として適切に算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳額に
おいて算出方法を明示するものとする。

②住宅改修が必要な理由書
第２号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているも
の」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用
具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理
由を記載する。
また、当該書類を作成する者は、基本的には介護支援専門員とするが、市
町村が行う住宅改修指導事業（リフォームヘルパー事業）等として、住宅改
修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家
も含まれるものである。ただし、当該書類を作成しようとする者が、当該住
宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している介護支援専門員と
異なる場合は、当該介護支援専門員と十分に連絡調整を行うことが必要であ
る。
なお、介護支援専門員が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業の一
環であるため、被保険者から別途費用を徴収することはできない。また、介
護支援専門員又は居宅介護支援事業書が、自ら住宅改修の設計・施工を行わ
ないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事
業者に一括下請けさせたリ、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収した
りすること等は認められない。

③完成後の状態を確認できる書類等
第３号の「住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等」とは、便所、浴
室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として
撮影日がわかるものとする。
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（３）住宅の所有者の承諾書（施行規則第７５条第３項及び第９４条第３項）
当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅
改修についての所有者の承諾書が必要であるので留意されたい。

３住宅改修費の算定上の留意事項

（１〉住宅改修の設計及び積算の費用
住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住宅改修の
費用として取り扱うが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用について
は住宅改修費の支給対象とならないものである。

（２）新築又は増改築の場合
住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象となら
ないものである。
また、増築の壕合は、新たに居室を設ける場合等は住宅改修費の支給対象と
ならないが、廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける場合、便所の拡張に伴
い和式便器から様式便器に取り換える場合等は、それぞれ「手すりの取付け」、
「洋式便器等への便器の取替え」に係る費用についてのみ住宅改修費の支給対
象となり得るものである。

（３）住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合
住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行われた
場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象と
なる費用を算出する。

（４）被保険者等自らが住宅改修を行った場合
被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅
改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とするものであ
る。この場合、施行規則第７５条第２項第１号及び第９４条第２項第１号の
「住宅改修に要した費用に係る領収証」は、材料を販売した者が発行したもの
とし、これに添付する工事責内訳書として、使用した材料の内訳を記載した書
類を本人又は家族等が作成することとする。なお、この場合であっても、住宅
改修が必要な理由書、完成後の状態を確認できる書類等は必要であるので留意
されたい。

（５）一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用
一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限
度額の管理は被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給
申講を行うことが可能である。ただし、一の住宅について同時に複数の被保険
書に係る住宅改修が行われた場合は、当該住宅改修のうち、各被保険者に有意
な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行うものとする。したが
って、例えば被保険者が２人いる場合において、各自の専用の居室の床材の変
更を同時に行ったときは、各自が自らの居室に係る住宅改修費の支給申請を行
うことが可能であるが、共用の居室について床材の変更を行ったときは、いず
れか一方のみが支給申請を行うこととなる。

４支援体制等の整備

（１）支援体制の整備
住宅改修は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動繰、住宅の状況、福
祉用具の導入状況、家族構成、住宅改修の予算等を総合的に勘案することが必
要であり、福祉用具と同様に個別性が強いものである。また、ひとたび住宅改
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修を行うと、簡単に修正できるものではないことから、被保険者からの事前の
相談に対し適切な助言等を行うことができるよう、市町村は、都道府県、関係
機関・関係団体・居宅介護支援事業者等とも連携を図り、住宅改修に関する専
門的知議及び経験を有する者等による支援体制を整備することが望ましい。
なお、市町村は、介護予防・生活支援事業の一つである住宅改修指導事業と
して相談、助言等の事業を行うことが可能である。

（２）事業者に係る情報提供
被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよう、市町村は住宅改修の
事業者に関する情報を提供することが重要である。特に、高齢者の住宅改修は
一般の住宅改修と異なり、高齢者の心身の状況等を勘案すること、要介護状態
の変化にも適切に対応していくこと等が求められるため、事業者に関し、高齢
者の住宅改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報についても提供する
よう留意することとされたい。

（３）事業者等に対する研修事業の実施
適切な住宅改修が行えるよう、住宅改修の事業者の育成も重要であり、関係
機関、関係団体等の協力を得て、都道府県又は市町村が研修事業を行うことが
望ましい。

５市町村における介護保険とは別の住宅改修に関する助成制度
一部の市町村においては、法施行前から住宅改修について助成事業が行われ
ているところであるが、法施行後も、法における住宅改修費の支給対象外の工
事及びその費用が支給限度基準額を超えて行われる工事について、助成を行う
ことは可能である。
ただし、法に基づく住宅改修費の支給対象となる住宅改修を助成対象とする
場合、法に基づく住宅改修費の支給を確実に優先させるためには、これを超え
る分について地方公共団体の単独事業として助成する旨の調整規定を、当該事
業の根拠である条例等に盛り込むことが必要である。

（別紙）
住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いに関する解説

（１）要介護等状態区分が３段階以上上がった場合

例外１
・初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を
基準として３段階以上要介護等状態区分が上がった場合に、再度、
２０万円まで支給可能（以下「３段階リセツトの例外」という。）

・基準となる要介護等状態区分から３段階以上上がっても自動的に３段
階リセットの例外が適用されるのではなく、その時点で住宅改修を行
わない場合は適用されない。

・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前の住宅改修で支給可
能残額があってもリセットされ、支給限度額は２０万円となり、支給
限度額管理もリセット後のみで行われる。

・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回しか適用されない。
ただし転居した場合（例外２参照）は、転居後の住宅改修に着目して
３段階リセットの例外が適用される。

※要介護状態等区分とは、要支援と要介護状態区分を合わせた６区分をいう。
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初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基準として、要介護等状態
区分が３段階以上上がった場合（次の６通り）は再度２０万円まで住宅改修費が
支給可能となる。

要支援→
要介護３
要介護４
要介護５

要介護１→
要介護４
要介護５

要介護２→ 要介護５

ただし、この３段階以上というのは、着工日の要介護等状態区分を比較するも
のであり、その他の要介護等状態区分の履歴は関係ないことに留意されたい。

したがって、①初めて認定された要介護等状態区分、たとえば、要支援と認定さ
れたもののその時点では住宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住宅改
修を行つた場合は、要介護１を基準として要介護等状態区分が３段階以上上がっ
た場合に再度２０万円まで支給が可能となる。

住宅改修前の状態区分 はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日
の状態区分

２０万円まで利用可

住宅改修２０万円
利用不可 再度２０万円まで利用可

要支援 要介護１ 要介護３ 要介護４

一方、②要介護１のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認定を
受けたもののこの時点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された
場合には、３段階以上という要件を満たしていないため３段階リセツトの例外は
適用されない。この場合、再び要介護４又は要介護５の認定がなされれば、再度
２０万円まで支給が可能となる。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可

住宅改修２０万円

再度２０万円まで利用可

住宅改修着工せず
利用不可 再度２０万円まで利用可

要介護１ 要介護４ 要介護３ 要介護４

さらに、③要介護１の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支
給を受け、その後要介護３の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合
は、初めて住宅改修を行った要介護１を基準として要介護等状態区分が３段階上
がり要介護４となった場合、再度２０万円までの支給が可能となるが、逆に④要
介護３の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、その
後要介護１の時点で１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合は、初めて住宅改
修を行った要介護３が基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住宅改
修費の支給はできないこととなる。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可

住宅改修１０万円
追加住宅改修１０万円 再度２０万円まで利用可
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要介護１ 要介護１ 要介護３ 要介護４

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可 住
宅改修１０万円 追加住宅改修１０万円 利用不可

要介護３ 要介護３ 要介護１ 要介護４

また、以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けておらず支給可能残額があっ
ても、支給可能残額はリセットされ、再度の住宅改修の支給限度額は２０万円と
なる。したがって、⑤要介護１の時に１２万円の支給を受け、その後要介護４で
住宅改修を行った場合は、支給可能残額の８万円はリセットされることとなり、
２０万円が支給限度額となる。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可 住
宅改修１２万円 残り８万円利用可

再度２０万円まで利用可

前回の残り８万円はボツ

要介護１ 要介護１ 要介護４

ひとたび３段階リセットの例外が適用されると、その後の要介護等状態区分の
変化にかかわらずリセット後で支給限度額管理がなされる。⑥要介護１の時に
１２万円の住宅改修を行い、その後要介護４で１５万円の再度の住宅改修を行っ
た場合、さらにその後要介護３となっても支給限度額管理はリセット後で行われ
るため５万円までの住宅改修費の支給が可能となる。なお、要介護１のときの支
給可能残額８万円はすでにリセットされており、復活することはない。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可 住
宅改修１２万円 残り８万円利用可

再度２０万円まで利用可

前回の残り８万円はボツ

住宅改修１５万円

５万円まで利用可

要介護１ 要介護１ 要介護４ 要介護３

３段階リセットの例外は、一の被保険者につき１回限りであり、⑦再び要介護
等状態区分が３段階以上上がっても適用されない。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分

再度住宅改修に着工する日の
状態区分

２０万円まで利用可

住宅改修２０万円

再度２０万円まで利用可

住宅改修２０万円
利用不可

要支援 要介護３ 要介護２ 要介護５

（２）転居した場合

例外２
・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係
なく、転居後の住宅について２０万円まで支給可能（以下「転居リセ
ットの例外」という。）
、３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用
（転居リセットの例外が優先）
・ 転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況が復活
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転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況のいかんにかかわ
らず、転居後の住宅について２０万円まで住宅改修費の支給が可能となる。また、
⑧３段階リセットの例外も転居後の住居について初めて住宅改修に着工する日の
要介護等状態区分を基準とする。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分 転居前 転居後

２０万円まで利用可 住
宅改修２０万円 利用不可

２０万円まで利用可

住宅改修２０万円
再度２０万円まで利用可

要介護１ 要介護１ 要介護１ 要介護４

さらに、⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が復活
し、転居リセツトはなかったものとして取り扱うこととなり、したがって、３段
階リセットの例外で基準となる要介護等状態区分も過去のものが適用されること
となる。

はじめて住宅改修に着工
する日の状態区分 転居後 転居前住宅に戻る

２０万円まで利用可

住宅改修１５万円

２０万円まで利用可

住宅改修２０万円
５万円まで利用可 再度２０万円まで利用

可

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４
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介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

第１ 福祉用具

１ 厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

（１）車いす 　貸与告示第１項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び
「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである

(1) 自走用標準型車いす

　日本工業規格（JIS）T 9201-1998のうち自走用に
該当するもの及びこれに準ずるもの（前輪が大径車
輪であり後輪がキャスタのものを含む。）をいう。
　ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及
び自走用特殊型のうち特別な用途（要介護者等が日
常生活の場面以外で専ら使用することを目的とする
もの）の自走用車いすは除かれる。

(2) 普通型電動車いす

　日本工業規格（JIS）T 9203-1987に該当するもの
及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能につい
ては、ジョイスティックレバーによるもの及びハン
ドルによるもののいずれも含まれる。
　ただし、各種のスポーツのために特別に工夫され
たものは除かれる。
　なお、電動補助装置を取り付けることにより電動
車いすと同様の機能を有することとなるものにあっ
ては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含ま
れるものであり、電動補助装置を取り付けてあるこ
とをもって本項でいう普通型電動車いすと解するも
のではないものである。

(3) 介助用標準型車いす

　日本工業規格（JIS）T 9201-1998のうち、介助用
に該当するもの及びそれに準ずるもの（前輪が中径
車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。）を
いう。
　ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は
除かれる。

（２）車いす付属品

貸与告示第２項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いす
の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
　なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて
貸与される付属品又は既に利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加的に
貸与される付属品をいう。

(1) クッション又はパッド 　車いすのシート又は背もたれに置いて使用するこ
とができる形状のものに限る。

(2) 電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着
して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力
により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有
するものに限る。

(3) テーブル 　車いすに装着して使用することが可能なものに限
る。

(4) ブレーキ 　車いすの速度を制御する機能を有するもの又は
車いすを固定する機能を有するものに限る。

（３）特殊寝台
貸与告示第３項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するもの
であるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限
られる。
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（４）特殊寝台付属品

　貸与告示第４項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特
殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当す
る。
　なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せ
て貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を貸与されている場合に後から追加
的に貸与される付属品をいう。

(1) サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の
落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡
易なものであって、安全の確保に配慮されたものに
限る。

(2) マットレス
　特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げ
ないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに
限る。

(3) ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、
起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易
にするものに限る。

(4) テーブル
　特殊寝台の上で使用することができるもので
あって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から
差し入れることができるもの又はサイドレールに乗
せて使用することができるものに限る。

（５）じょく瘡予防用
具

　貸与告示第５項に掲げる
「じょく瘡予防用具」とは、次
のいずれかに該当するものをい
う。

(1) 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッ
ドが装着された空気マットであって、体圧を分散す
ることにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目
的として作られたもの。
(2) 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からな
る全身用のマットであって、体圧を分散することに
より、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として
作られたもの。

（６）体位変換器
貸与告示第６項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、
てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変
換を容易に行うことができるものをいう。
　ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。

（７）手すり

　貸与告示第７項に掲げる「手
すり」とは、次のいずれかに該
当するものに限られる。
　なお、上記（４）の(3)に掲げ
るものは除かれる。また、取付
けに際し工事（ネジ等で居宅に
取り付ける簡易なものを含む。
以下同じ。）を伴うものは除か
れる。工事を伴う場合であっ
て、住宅改修告示第１号に掲げ
る「手すりの取付け」に該当す
るものについては、住宅改修と
しての給付の対象となるところ
である。

(1) 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒
予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的
とするものであって、取付けに際し工事を伴わない
もの。
(2) 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くこ
とにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資
することを目的とするものであって、取付けに際し
工事を伴わないもの。

（８）スロープ

貸与告示第８項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及
び持ち運びが容易でないものは含まれない。
　なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅
改修告示第２号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修と
しての給付の対象となるところである。

（９）歩行器

　貸与告示第９項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフ
レーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」と
は、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。
ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有す
る必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。ま
た、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありそ
の長さは問わない。
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（10）歩行補助つえ 　松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限
る。

（11）痴呆性老人徘徊
感知機器

　貸与告示第１１項に掲げる「痴呆性老人徘徊感知機器」とは、痴呆性老人が徘徊
し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感
知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。

（12）移動用リフト
（つり具の部分を除
く。）

　貸与告示第１２項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応
じ、それぞれ当該各号に定めるとおりであり（つり具の部分を除く。）、住宅改修
を伴うものは除かれる。

(1) 床走行式
　つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上
げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動
させるもの。

(2) 固定式
居室、浴室等に固定設置し、その機器の可動範囲内
で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上
げ、移動させるもの。

(3) 据置式
　床に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又
はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させ
るもの。

２ 厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

（１）腰掛便座 　次のいずれかに該当するも
のに限る。

１ 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
２ 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
３ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる
際に補助できる機能を有しているもの
４ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
（居室において利用可能であるものに限る。）

（２）特殊尿器 　尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に
使用できるもの

（３）入浴補助用具 　購入告示第３項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりであ
る。

(1) 入浴用いす 　座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライ
ニング機能を有するものに限る。

(2) 浴槽用手すり 　浴槽の縁を挟み込んで固定することができるも
のに限る。

(3) 浴槽内いす 　浴槽内に置いて利用することができるものに限
る。

(4) 入浴台 　浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にする
ことができるものに限る。

(5) 浴室内すのこ 　浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るこ
とができるものに限る。

(6) 浴槽内すのこ 　浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
に限る。

（４）簡易浴槽
　購入告示第４項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるも
の」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納
できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なも
のに限られる。

（５）移動用リフトの
つり具の部分 　身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

３ 複合的機能を有する福祉用具について

　２つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。

(1) それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに１
つの福祉用具として判断する。
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(2) 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれて
いるときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
(3) 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく
保険給付の対象外として取り扱う。

第２ 住宅改修

　厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類

（１）手すりの取付け

住宅改修告示第１号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴
室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とし
て設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切
なものとする。
　なお、貸与告示第７項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

（２）床段差の解消

　住宅改修告示第２号に掲げる「床段差の解消」とは、居室、廊下、便
所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の
かさ上げ等が想定されるものである。
　ただし、貸与告示第８項に掲げる「スロープ」又は購入告示第３項第５
号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。
　また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器
を設置する工事及び玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事は除か
れる。

（３）滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床材の変更

　住宅改修告示第３号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床材の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニ
ル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が
想定されるものである。

（４）引き戸等への扉の取替
え

　住宅改修告示第４号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き
戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全
体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
　ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自
動ドアの 動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、
法に基づく保険給付の対象とならないものである。

（５）洋式便器等への便器の
取替え

　住宅改修告示第５号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和
式便器を 洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。
　ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
　また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器
への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付
加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗
洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部
分は含まれず、その費用相当額は 法に基づく保険給付の対象とならない
ものである。

（６）その他（１）から
（５）の住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修

　その他住宅改修告示第１号から第５号までに掲げる住宅改修に付帯し
て必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

(1)手すりの取付け 　手すりの取付けのための壁の下地補強

(2)床段差の解消 　浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上
げ）に伴う給排水設備工事

(3)床材の変更 　床材の変更のための下地の補修や根太の補
強

(4)扉の取替え 　扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

(5)便器の取替え
　便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗
化又は簡易水洗化に係るものを除く。）、便
器の取替えに伴う床材の変更
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在宅サービスの介護報酬一覧表

小数点以下四捨五入です。

１）訪問・通所系　　訪問介護

身体介護 日中 早朝・夜間帯 深夜帯

３０分未満 ２１０単位 ２６３単位 ３１５単位
３０分以上１時間未満 ４０２単位 ５０３単位 ６０３単位
１時間以上１時間３０分未満 ５８４単位 ７３０単位 ８７６単位

１時間半以上（３０分増すごとに）
＋２１９（８

３）単位 ＋２７４単位 ＋３２９単位

家事援助 日中 早朝・夜間帯 深夜帯

３０分未満 なし なし なし
３０分以上１時間未満 １５３単位 １９１単位 ２３０単位
１時間以上１時間３０分未満 ２２２単位 ２７８単位 ３３３単位
１時間半以上（３０分増すごとに） ＋８３単位 ＋１０４単位 ＋１２５単位

複合型 日中 早朝・夜間帯 深夜帯

３０分未満 なし なし なし
３０分以上１時間未満 ２７８単位 ３４８単位 ４１７単位
１時間以上１時間３０分未満 ４０３単位 ５０４単位 ６０５単位

１時間半以上（３０分増すごとに）
＋１５１（８

３）単位 ＋１８９単位 ＋２２７単位

２）訪問・通所系　　訪問入浴介護

１２５０単位

３）訪問・通所系　　訪問看護

医療機関から 日中 早朝・夜間帯 深夜帯

３０分未満 ３４３単位 ４２９単位 ５１５単位

３０分以上１時間未満 ５５０単位 ６８８単位 ８２５単位

１時間以上１時間３０分未満 ８４５単位 １０５６単位 １２６８単位
准看護婦は０．９掛けで計算

緊急時訪問看護加算　８４０単位/月

指定訪問看護ステーションから 日中 早朝・夜間帯 深夜帯

３０分未満 ４２５単位 ５３１単位 ６３８単位

３０分以上１時間未満 ８３０単位 １０３８単位 １２４５単位

１時間以上１時間３０分未満 １１９８単位 １４９８単位 １７９７単位
准看護婦は０．９掛けで計算

緊急時訪問看護加算　１３７０単位/月

４）訪問・通所系　　訪問リハビリテーション
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５５０単位

５）居宅療養管理指導費

医師または歯科医師 (Ⅰ） ９４０単位 月１回

（Ⅱ） ５１０単位 月１回

薬剤師 ５５０単位 月２回

管理栄養士 ５３０単位 月２回

歯科衛生士 ５００単位 月４回

６）訪問・通所系　　通所介護

単独型通所介護 ３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ３３２単位 ４７４単位 ６６４単位

要介護１～２ ３８３単位 ５４７単位 ７６６単位

要介護３～５ ５１４単位 ７３４単位 １０２８単位

併設型通所介護 ３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ２８０単位 ４００単位 ５６０単位

要介護１～２ ３３１単位 ４７３単位 ６６２単位

要介護３～５ ４６２単位 ６６０単位 ９２４単位

痴呆専用単独型通所
介護 ３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ４４３単位 ６３３単位 ８８６単位

要介護１～２ ５１１単位 ７３０単位 １０２２単位

要介護３～５ ６８７単位 ９８１単位 １３７３単位

痴呆専用併設型通所
介護 ３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ３７３単位 ５３３単位 ７４６単位

要介護１～２ ４４１単位 ６３０単位 ８８２単位

要介護３～５ ６１６単位 ８８０単位 １２３２単位

機能訓練加算：２７単位　食事加算：３９単位　送迎加算：（片道）４４単位　入浴加算　介助浴：３９単
位　特別浴：６０単位

７）訪問・通所系　　通所リハビリテーション

通所リハビリ(Ⅰ) ３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ３３１単位 ４９０単位 ６６１単位

要介護１～２ ３８７単位 ５７５単位 ７７４単位

要介護３～５ ５３２単位 ７８９単位 １０６３単位
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通所リハビリ(Ⅱ）

小規模診療所
３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ３３３単位 ４８０単位 ６６５単位

要介護１～２ ３９０単位 ５６２単位 ７７９単位

要介護３～５ ５３５単位 ７７２単位 １０７０単位

通所リハビリ(Ⅲ）

老健施設
３－４時間 ４－６時間 ６－８時間

要支援 ３２４単位 ４６３単位 ６４８単位

要介護１～２ ３７９単位 ５４２単位 ７５８単位

要介護３～５ ５２１単位 ７４４単位 １０４１単位

食事加算：３９単位　送迎加算：（片道）４４単位　入浴加算　介助浴：３９単位　特別浴：６０単位　訪
問リハビリ計画加算：５５０単位/月

８）短期入所系　　短期入所生活介護

単独型(Ⅰ） 単独型(Ⅱ） 単独型(Ⅲ） 併設型(Ⅰ） 併設型(Ⅱ） 併設型(Ⅲ）

要支援 ９４８単位 ８７２単位 ８２８単位 ９１４単位 ８３８単位 ７９４単位

要介護１ ９７６単位 ８９７単位 ８５１単位 ９４２単位 ８６３単位 ８１７単位

要介護２ １０２１単位 ９３７単位 ８８９単位 ９８７単位 ９０３単位 ８５５単位

要介護３ １０６５単位 ９７７単位 ９２６単位 １０３１単
位 ９４３単位 ８９２単位

要介護４ １１１０単位 １０１７単
位 ９６４単位 １０７６単

位 ９８３単位 ９３０単位

要介護５ １１５４単位 １０５７単
位

１００１単
位

１１２０単
位

１０２３単
位 ９６７単位

機能訓練加算：１２単位

９）短期入所系　　(a) 短期入所療養介護：介護老人保健施設型

介護老人保健施設型短期入所療養介
護費(Ⅰ）

介護老人保健施設型短期入所療養
介護費(Ⅱ）

要支援 ９９４単位 ９２８単位

要介護１ １０２６単位 ９５６単位

要介護２ １０７６単位 １００３単位

要介護３ １１２６単位 １０４９単位

要介護４ １１７６単位 １０９５単位

要介護５ １２２６単位 １１４１単位

機能訓練加算：１２単位　痴呆老人加算：７６単位　送迎加算：（片道）１８４単位　

緊急時治療管理：５００単位

(b) 短期入所療養介護：病院療養型病床群
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病院療養型病床群
短期入所療養介護

費(Ⅰ）

病院療養型病床群
短期入所療養介護

費(Ⅱ）

病院療養型病床群
短期入所療養介護

費(Ⅲ）

病院療養型病床
群短期入所療養

介護費(Ⅳ）

要支援 １３３１単位 １２６５単位 １２１９単位 １１８８単位

要介護１ １３５９単位 １２９２単位 １２４５単位 １２１４単位

要介護２ １４０５単位 １３３６単位 １２８６単位 １２５４単位

要介護３ １４５１単位 １３７９単位 １３２８単位 １２９４単位

要介護４ １４９７単位 １４２２単位 １３６９単位 １３３４単位

要介護５ １５４３単位 １４６５単位 １４１１単位 １３７５単位

病院療養型病床群療養環境減算(Ⅰ）：１５単位　(Ⅱ）：７５単位　（Ⅲ）：１０５単位

夜間勤務等看護加算(Ⅰ）：２３単位　(Ⅱ）：１４単位　（Ⅲ）：５単位　（Ⅳ）：７単位

送迎加算：（片道）１８４単位　

(c) 短期入所療養介護：診療所療養型病床群

診療所療養型病床群短期入所療養介
護費(Ⅰ）

診療所療養型病床群短期入所療養
介護費(Ⅱ）

要支援 １０３７単位 ９３９単位

要介護１ １０４８単位 ９４８単位

要介護２ １０６６単位 ９６４単位

要介護３ １０８４単位 ９８０単位

要介護４ １１０１単位 ９９６単位

要介護５ １１１９単位 １０１１単位

診療所療養型病床群療養環境減算(Ⅰ）：５０単位　(Ⅱ）：９０単位　

送迎加算：（片道）１８４単位　

(d) 短期入所療養介護：老人性痴呆疾患療養病棟

痴呆疾患型短期入
所療養介護費(Ⅰ）

痴呆疾患型病床群
短期入所療養介護

費(Ⅱ）

痴呆疾患型病床群
短期入所療養介護

費(Ⅲ）

痴呆疾患型病床
群短期入所療養

介護費(Ⅳ）

要支援 １２６３単位 １２３３単位 １２１４単位 １１８６単位

要介護１ １２８９単位 １２５９単位 １２３９単位 １２１０単位

要介護２ １３３１単位 １３００単位 １２７９単位 １２４９単位

要介護３ １３７３単位 １３４０単位 １３１９単位 １２８８単位

要介護４ １４１５単位 １３８１単位 １３５９単位 １３２７単位

要介護５ １４５７単位 １４２２単位 １３９９単位 １３６６単位

送迎加算：（片道）１８４単位　

基準適合診療所及び介護力強化病院は略。

１０）その他
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特定施設入所者生活介護 痴呆対応型共同生活介護
要支援 ２３８単位 なし
要介護１ ５４９単位 ８０９単位
要介護２ ６１６単位 ８２５単位
要介護３ ６８３単位 ８４１単位
要介護４ ７５０単位 ８５７単位
要介護５ ８１８単位 ８７４単位

機能訓練加算：１２単位 初期加算：３０単位

福祉用具貸与費
実費（単位換算）

指定居宅介護支援介護給付費（１月あたり）
要支援 ６５０単位
要介護１～２ ７２０単位
要介護３～５ ８４０単位

表の数字をエクセルへ移動する方法

１．すべて選択

２．コピー

３．エクセルを立ち上げて、貼り付け

４．編集-置換で｢単位 ｣を ｢　｣（スペース）に置換するとエクセ
ルが勝手に数字にしてくれます

ホームに戻る

介護報酬仮単価一覧

file:///C¦/WINDOWS/ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ/新釧路̃1/kaigohousyuu.html (5/5) [2000/04/20 10:12:01]

/C%7C/WINDOWS/%C3%DE%BD%B8%C4%AF%CC%DF/%90V%8B%FA%98H~1/home.htm

	ローカルディスク
	ケアマネの理解のために
	ショートステイ
	ケアマネのための訪問看護
	訪問介護の整理
	居宅療養管理指導について
	保険給付外利用者負担
	指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて
	Untitled Document
	福祉用具及び住宅改修
	介護報酬仮単価一覧


